
 



在宅で療養生活を送っている患者様・ご家族様の支援を 

主治医の指示を受け行います。ぜひ、ご相談ください！ 

創傷ケアの特定行為研修修了看護師 

 

（1）要支援 1～2 要介護 1～5 

（2）40歳以上 65歳未満の 16特定疾病の方 

訪問看護を利用するには 

（1）40歳未満の方 

（2）40歳以上 65歳未満の 16特定疾病以外の方 

（3）65歳以上の方であって、要介護・要支援でな

い方 

  または要介護であっても 

  ①末期の悪性腫瘍や難病等の場合 

  ②特別指示書が交付された場合  

  

医療保険対象者 

介護保険対象者 

16特定疾病とは 

・末期がん       ・関節リウマチ     ・脊柱管狭窄症 

・筋萎縮性側索硬化症  ・後縦靭帯骨化症    ・早老症 

・骨折を伴う骨粗しょう症 ・初老期における認知症 ・多系統萎縮症 

・パーキンソン病関連疾患 ・脊髄小脳変性症    ・脳血管疾患 

・糖尿病性神経障害 糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ・閉塞性動脈硬化

症 

・慢性閉塞性肺疾患 ・両側の膝関節または著しい変形を伴う変形性関

節症 

 

訪問看護の利用を希望される方は、主治医や

病棟看護師、ケアマネージャーさんを通じて

訪問看護ステーションにご依頼ください 

私たち、訪問看護ステーションメンバーのほかに、附属病院の

いろんなスキルを持った看護師が質の高い看護の提供に協力

して取り組みます 

認知症認定看護師 感染管理認定看護師 
脳卒中リハビリテーション

看護認定看護師 

利用者様が安心で安楽な生活が送れるよう力をあわせて取り組みます 


